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疋 田 哲 也

駐 名 教 論 生年月日

処分の種類

及 び 程 度
分限免職

処  分

年 月 日
平成 16年  2月 23日

根 拠 法 規 地方公務員法第 28条 第 1項 第3号

刑芋裁判との関係 刑事裁判所に係属していなV、

処分の理由

上記のをは、平成 10年 4月 上旬ころ、東京都小

ギター、ステレオ、スピーカー、アンプ、古タイヤ|

月 30日 、5月 7日 、5月 20日 、9月 5日 、 10

8日 に、私物を整理 ・般去するよう指導を受け、さ

命令を受けたにもかかわらず、命令に従わず、その

また、上記の者は、平成 14年 6月 17日 から号

は異なる自動車通勤を無届で行い、同年 8月 5日 、

わたって同校職員室において社長から日頭及び文尋

また、上記の者は、平成 15年 3月 1日午後0時

ジュースを持つていた同社 ノク トテエス部男子生徒

倒し、靴をはいた足で同生徒の顔の右側を1分程度

また、上記の者は、同年 5月 5日 、山梨県薪都留R

徒を参加させた際、午前9時 45分 ころ、テニスヨ

ス部男子生徒の両におを両手の平手で 10回 以上求

後、左肩及び左側頭部をけるなどの体罰を行った。

また、上記のをは、同年6月 18日 午後4時 ころ

ていないという内容の確認書を渡し、同生徒及び同

また、上記の者は、本件体罰及び暴力について校!

たにもかかわらず、これに従わず拒杏した。

また、上記の者は、同年6月 20日 小平市教育委

情聴取において、同生徒に対する体罰及び暴力は行

これらのことは、教員としての適格性を欠くも¢

よって、上記の処分を行うものである、

この処分に不月Eのあるものは、地方公務員法第4
日の翌日から起算して60月 以内に、東京都人事委
し、この期間内であっても処分のあつた日の翌日か
ないぅ


